
議案第 26 号 

 

 

   動産の取得について 

 

 次のとおり動産を取得するものとする。 

 

１ 購入する品名  湯河原町立小学校教師用指導書 

２ 購 入 金 額  一金９，７７８，３４０円 

          （消費税及び地方消費税額を含む。） 

３ 購 入 先  神奈川県横浜市中区日ノ出町二丁目１１３番地 

          神奈川県教科書販売株式会社 

          代表取締役 山 本 裕 一 

 

 

  令和６年２月 13 日提出 

 

 

 

湯河原町長 冨 田 幸 宏  

 

 

 

 （提案理由） 

 町立小学校で令和６年度から令和９年度まで使用する教師用指導書の購入

について、随意契約により、神奈川県教科書販売株式会社と９，７７８，３

４０円で購入契約を締結しようとするものです。 

 動産の取得につきましては、湯河原町議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を要しますの

で、本案を提出するものです。 



【参考資料】 

 

令和６年度湯河原町立小学校教師用指導書の概要  
 

１ 教師用指導書の概要              （単位 冊） 

科 目 名 
湯 河 原 

小 学 校 

吉 浜 

小 学 校 

東 台 福 浦 

小 学 校 
計 

国 語  ３９   ３６   ２３   ９８   

書 写  １４   １３   ７   ３４   

社 会 １０   １０   ５   ２５   

地 図 １   １   １   ３   

算 数  ４６   ４２   ４６   １３４   

理 科  １６   １６   ８   ４０   

生 活  ４   ３   ２   ９   

音 楽  ７２   ６６   ３６   １７４   

図 工  １８   １７   ９   ４４   

家 庭  ２   ２   １   ５   

保 健  ８   ８   ４   ２０   

英 語  ４   ４   ２   １０   

道 徳  ２６   ２４   １３   ６３   

計  ２６０   ２４２   １５７   ６５９   

 

２ 納入期限 令和６年４月５日 

 

３ 随意契約理由 

  教師用指導書については、全国同一価格で販売されており、指定され

た教科書特約供給所である神奈川県教科書販売株式会社から購入する必

要があるため、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定によ

り随意契約しようとするものです。 


